
船舶事故調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 漁具損傷 

発生日時 令和元年１２月２０日 １６時１２分ごろ 

発生場所 愛媛県四国中央市三島川之江港北方沖 

 三島川之江港川之江８号防波堤北灯台から真方位３１７°１.７６

海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０３.０′ 東経１３３°３２.８′） 

事故の概要  貨物船三
み

恵
え

丸は、北進中、また、漁船第二幸
こう

漁
りょう

丸は、さわら流し

網を投網中、三恵丸が同網の上を通過した際、同網が切損した。 

事故調査の経過 令和２年２月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 三恵丸、５１４トン 

  １３５５２２、大島物流株式会社（船舶所有者）、株式会社イコ

ーズ（船舶借入人） 

Ｂ 漁船 第二幸漁丸、４.９トン 

  ＥＨ３－３４１４２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ さわら流し網に切損 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 １～２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、船長Ａが操船に当たり、三島

川之江港を出港して約１１ノットの対地速力で北進し、右舷船首方約

２Ｍの位置に認めたＢ船を底引き網漁船と思い、Ｂ船と約６００ｍと

なった地点で船首方に白色灯ブイ（以下「白ブイ」という。）を視認

して左舷側へ避航動作を取り、白ブイを右舷方に見て通過した。 

 船長Ａは、三島川之江港で積荷役をした会社から本事故発生の連絡

を受けて、Ｂ船のさわら流し網（以下「本件流し網」という。）が切

損していたことを知った。 

船長Ａは、本事故時、船首方に見た白ブイがＢ船の底引き網の漁網

先端のブイと思い、左転して同網を避けていたと思った。 

船長Ａは、付近海域で行われる漁法について、事前に十分調べてい

なかったので、さわら流し網漁船が掲げる漁具標識を知らなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、ブリッジ上の黄色点滅灯を点

灯し、三島川之江港北方沖で、北北西から南南東に向けて本件流し網



の投入を開始した。 

船長Ｂは、約７反（約６３０ｍ）を投入した頃、北進してきたＡ船

を認め、旗を振って注意喚起を行い、Ａ船が左転して通過したあと、

ボンデン（白い浮き）が数本切れて流れたので、本件流し網を揚げた

ところ、２反の網が損傷しているのを認め、１１８番通報を行った。 

Ｂ船は、投入するさわら流し網１１反（約１０００ｍ）の北北西端

に赤色灯ブイ、中央に白ブイ、南南東端に緑色灯ブイを表示してい

た。 

分析  Ａ船は、北進中、船長Ａが、船首方に見た白ブイがＢ船の底引き網

の先端のブイと思い込み、左転して同ブイを右舷方に見て本件流し網

の上を航行したことから、本件流し網が切損したものと考えられる。 

Ｂ船は、ブリッジ上の黄色点滅灯を点灯して本件流し網の北北西端

に赤色灯ブイ、中央に白ブイ、南南東端に緑色灯ブイを表示して投網

中、Ａ船が接近した際に旗を振ったものの、Ａ船が本件流し網の上を

航行し、本件流し網が切損したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が本件流し網を投網中、船長Ａが、

船首方に見た白ブイがＢ船の底引き網の先端のブイと思い込み、左転

して同ブイを右舷方に見て本件流し網の上を航行したため、発生した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、瀬戸内海には、海域により各種の漁具が敷設されている

ので、航行海域で行われている漁法について事前に調査し、漁具

を十分に回避して航行すること。 

 


